
退職手当削減を行わないことを求める署名

岐阜県教育委員会は，12月12日に，次のような提案をしました。

・「国家公務員退職手当法『改正』」に伴い，岐阜県も給付水

準を見直す。

・国が示した支給率のまま ３月末 退職者に適用できるよう

改正する。

総務省は，県に対し11月26日付けで｢2012年度の退職者が集中する

3月末に間に合うように減額」を求めています。

国家公務員の｢改正｣退職手当法での支給率変化を岐阜県の教職員にあ

てはめた場合の試算 (岐阜県教職員組合作成)

岐 阜 県 知 事 古 田 肇 様

退職手当の削減は，私たちの人生設計に重大な影響を及ぼすもので

す。特に，年度途中での変更･切り下げは，退職予定者の期待を裏切り，

生活設計を破壊するものです。私たちは，今回の提案の撤回を強く求め

ます。 2012年２月 日

【要求項目】

県の退職手当条例｢改正｣をしないこと

氏 名 住 所

【取扱団体】岐阜県教職員組合連絡会議

揖斐郡教職員組合･岐阜県教職員組合･高山市教職員組合
飛騨市教職員組合･養老郡教職員組合

【事務局】岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館201号
署名第1次〆切 1月28日 第2次〆切2月12日必着


